
柏市マンション耐震診断費補助金交付要綱  

 

制定  平成２６年  ４月  １日  

施行  平成２６年  ６月  １日  

 

 （目的等）  

第１条  この要綱は，マンションの耐震診断を実施する者に対し，

マンション耐震診断費補助金（以下「補助金」という。）を交付

することにより，マンションの地震に対する安全性の向上を図り，

もって市民の生命，身体及び財産の保護に資することを目的とす

る。  

２  補助金の交付に関しては，柏市補助金等交付規則（昭和６０年

柏市規則第２９号。以下「規則」という。）その他法令等に定め

るもののほか，この要綱の定めるところによる。  

 （定義）  

第２条  この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。  

(1) マンション  建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法

律第６９号）第２条第２項に規定する区分所有者が所有する共

同住宅であって，地階を除く階数が３以上であり，かつ，床面

積の合計が１，０００平方メートル以上のものをいう。  

 (2) 管理組合  建物の区分所有等に関する法律第３条又は第６５

条 に 規 定 す る 管 理 を 行 う た め の 団 体 （ 同 法 第 ４ ７ 条 第 １ 項

（ 同 法 第 ６ ６ 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に 規 定 す る

法人を含む。）をいう。  

(3) 予備診断  次に掲げる調査，確認及び検討を行い，本診断に

要する費用を見積もることをいう。  

 ア  建物の概要，構造形式及び形状並びに敷地の調査  

 イ  関係図書の有無の確認  

 ウ  建物の修繕履歴及び被災履歴等の調査  

 エ  建物の外観調査  

 オ  本診断に係る次号に規定する指針等の適用の可否の検討  

 カ  本診断の必要性の検討  



 キ  本診断の実施方法の検討  

(4) 本診断  「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るため

の基本的な方針」（平成１８年国土交通省告示第１８４号）別

添第１の第２号及び第３号の規定並びに次に掲げる建築物の構

造の区分に応じ，それぞれに定める指針等に基づいて行う耐震

診断をいう。  

 ア  鉄骨造  一般財団法人日本建築防災協会が発行する「耐震

改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震診断および耐震

改修指針・同解説」  

 イ  鉄筋コンクリート造  一般財団法人日本建築防災協会が発

行する「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・改

修設計指針・同解説」  

 ウ  鉄骨鉄筋コンクリート造  一般財団法人日本建築防災協会

が発行する「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断

基準・耐震改修指針・同解説」  

 エ  壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造  一般財団法人日本

建築防災協会が発行する「既存壁式プレキャスト鉄筋コンク

リート造建築物の耐震診断指針」  

(5) 耐震診断士  次に掲げる全ての要件を満たす者をいう。  

 ア  建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第１０条の３第４

項に規定する構造設計一級建築士であって，同法第２３条第

１項の規定による登録を受けた一級建築士事務所に所属して

いること。  

 イ  原則として過去にマンションの耐震診断をした実績がある

こと。  

 ウ  マンションの耐震診断を行うため，建築士法第２２条第２

項に規定する都道府県知事が開催する木造住宅以外の耐震診

断に関する講習会又は一般財団法人日本建築防災協会が開催

する木造住宅以外の耐震診断に関する講習会を受講し，修了

していること。  

（対象）  

第３条  補助金の交付を受けることができる者（以下「対象 者」と

いう。）は，本市の区域内にマンションを所有する者であって，



次に掲げる全ての要件を満たすものとする。  

 (1) 管理組合の代表者であること。  

(2) 管 理 組 合 の 総 会 に お い て ， 耐 震 診 断 を 行 う こ と の 決 議 及 び

耐 震 診 断 に か か る 費 用 の 一 部 に つ い て 補 助 金 の 交 付 を 申 請 す

ることの決議がなされていること。  

２  補助の対象となるマンションは，次に掲げる全ての要件を満た

し て い る も の と し ,１ 管 理 組 合 に つ き ， １ 棟 に 限 り 申 請 が で き る

ものとする。ただし，１管理組合が複数棟の建築物を同一敷地内

又は同一敷地と同等と市長が認める敷地内に有する場合であって，

それらの建築物の全部又は一部を一括して補助金の交付を申請し

ようとするときは，この限りではない。  

 (1) 鉄骨造，鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で

あること。  

(2) 着工日が，昭和５６年５月３１日以前のもの又は同日以前で

あると市長が認めるものであること。  

(3) 人の居住の用に供する部分の床面積が，その建築物の床面積

の２分の１以上であること。  

(4) 設 計 図 書 （ 建 築 士 法 第 ２ 条 第 ６ 項 に 規 定 す る 設 計 図 書 を い

う。）のうち構造に関する図書が，現に存在すること。  

(5) 過去に補助金の交付を受けていないこと。  

３  前項第５号の規定にかかわらず，過去に補助金の交付を受けて

予備診断のみを行った場合にあっては，当該マンションに係る本

診断は，補助の対象とする。  

４  前２項の規定にかかわらず，本診断の補助の対象となるマンシ

ョンは，前２項に規定する要件を満たすものであって，予備診断

の結果において本診断が必要とされたものとする。  

５  補助金の交付の対象となる経費（以下「対象経費」という。）

は，予備診断及び本診断に要する経費とする。  

（補助金の額）  

第４条  補助金の額は，対象経費の３分の２の額とする。この場合

において，１，０００円未満の端数があるときは，その端数金額

を切り捨てるものとする。  

２  前項の場合において，補助金の額は，予備診断の場合にあって



は３４，０００円を，本診断の場合にあっては１，０００，００

０円を限度とする。なお，前条第２項ただし書の場合であっても，

同様とする。  

 （申請書記載事項）  

第５条  規則第２条第１項第５号に規定する市長が必要と認める事

項は，次に掲げるものとする。  

(1) マンションの名称，所在地（地名地番），用途，規模，構造，

着工日その他マンションの概要  

(2) 耐震診断を依頼する耐震診断士の所属する建築士事務所の登

録番号及び名称並びに構造設計一級建築士の交付番号及び氏名  

 （申請書添付書類）  

第６条  予備診断における規則第２条第３項に規定する市長が別に

定める書類は，次に掲げるものとする。  

(1) マンションに係る建築確認通知書の写し又はマンションの着

工日を証する書面  

(2) 管 理 組 合 の 総 会 に お い て 決 議 さ れ た 予 備 診 断 に 係 る 議 事 録

（決議書）  

(3) マンションの管理規約の写し  

(4) マンションの区分所有者の住所・氏名一覧（管理組合員名簿

等）  

(5) マンションの配置図・平面図・立面図等の建物概要が分かる

図面  

(6) 申請者がマンションの管理組合の代表であることを証する書

類（管理組合の役員名簿等）  

(7) マンションの管理組合の代表者の印鑑登録証明書  

(8) 対象経費に係る見積書又はその写し  

(9) マンションの構造関係図書（構造計算書・構造図等）の目次

の写し  

(10) 構造設計一級建築士証の写し  

(11) 耐震診断士が一級建築士事務所に所属していることを証す

る書類  

(12) 耐震診断講習会（非木造）修了証の写し  

(13) 法人登記証明書（マンションの管理組合が法人の場合）  



(14) 前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める書類  

２  本診断における規則第２条第３項に規定する市長が別に定める

書類は，次に掲げるものとする。  

 (1) 管理組合の総会において決議された本診断に係る議事録（決

議書）  

 (2) 本診断の方針書（概要書）  

 (3) 予備診断結果報告書  

 (4) 予備診断結果の要約書  

 (5) 対象経費に係る見積書又はその写し  

 (6) 前項（第２号及び第９号を除く。）に定める書類一式  

 (7) 前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める書類  

３  市長は，前２項に定める書類の一部を省略することがある。  

 （申請書提出期限）  

第７条  規則第２条第１項に規定する申請書の提出期限は，補助金

の交付を受けようとする年度の９月２５日（その日が柏市休日条

例（平成元年柏市条例第３号）第２条第１項に規定する本市の休

日（以下「本市の休日」という。）に当たるときは，当該本市の

休日の翌日）とする。  

 （標準処理期間）  

第８条  規則第２条第１項に規定する申請書の提出から規則第３条

第１項に規定する補助金の交付の可否の決定までに要する標準的

な期間は，４５日（４５日目に当たる日が本市の休日に当たると

きは，当該本市の休日の翌日までの期間）とする。  

 （実績報告書添付書類）  

第９条  予備診断における規則第１２条に規定する市長が別に定め

る書類は，次に掲げるものとする。  

(1) 予備診断結果報告書  

(2) 予備診断結果の要約書  

(3) 予備診断の実施状況を写した写真  

(4) 予備診断の実施に係る契約書の写し  

(5) 対象経費に係る領収書又はその写し  

２  本診断における規則第１２条に規定する市長が別に定める書類

は，次に掲げるものとする。  



(1) 本診断結果報告書  

(2) 本診断結果の要約書  

(3) 本診断の実施状況を写した写真  

(4) 本診断の実施に係る契約書の写し  

(5) 対象経費に係る領収書又はその写し  

３  市長は，前２項に定める書類の一部を省略することがある。  

 （実績報告書提出期限）  

第１０条  規則第１２条に規定する実績報告書の提出期限は，補助

金の交付を受けようとする年度の１月１５日（その日が本市の休

日に当たるときは，当該本市の休日の翌日）とする。  

（補則）  

第１１条  この要綱に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に

定める。  

 

   附  則  

この要綱は，平成２６年６月１日から施行する。  

   附  則  

この要綱は，平成２８年６月１日から施行する。  

   附  則  

この要綱は，平成２９年２月１日から施行する。  

   附  則  

この要綱は，平成２９年４月１日から施行する。  

   附  則  

この要綱は，令和３年８月２６日から施行する。  


